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町
で
は
、
旧
基
準
木
造
住
宅
（
昭
和
五

十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
木
造
住
宅
）
を
対
象
と
し
た
耐
震
診
断

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
費
用
は
無
料
で
す
。

　

耐
震
診
断
の
結
果
、
改
修
の
必
要
が
あ

る
と
判
定
さ
れ
た
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事

費
に
対
す
る
補
助
制
度
（
条
件
あ
り
、
上

限
六
十
万
円
）
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

無
料
耐
震
診
断

□
診
断
対
象

　

昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に

建
築
（
着
工
）
さ
れ
た
木
造
住
宅
（
プ

レ
ハ
ブ
・
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
な
ど
を
除

く
）

□
診
断
項
目

　

基
礎
、
地
盤
の
状
況
、
壁
の
配
置
バ
ラ

ン
ス
、
壁
の
量
、
老
朽
度
な
ど

□
申
込
期
限　

十
月
三
十
一
日（
金
）

耐
震
改
修
費
補
助

□
補
助
の
対
象

①　

耐
震
診
断
の
結
果
、
総
合
判
定
が

一
・
〇
未
満
で
あ
る
こ
と

②　

耐
震
診
断
の
判
定
値
に
〇
・
三
以
上

を
加
算
し
て
、
改
修
工
事
後
の
総
合
判

定
が
一
・
〇
以
上
と
な
る
こ
と

③　

昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前

に
建
築
（
着
工
）
さ
れ
た
木
造
住
宅

□
補
助
額

　

耐
震
改
修
費
の
二
分
の
一
以
内
で
六
十

万
円
が
限
度

□
申
込
期
限　

十
二
月
二
十
六
日（
金
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
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建
設
課
計
画
係　

�（
４
８
）１
１
１
１

　

（
内
２
８
８
）

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　

◇

　

住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
促
進
税
制
（
減

税
制
度
）

□
所
得
税

　

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
町
の
耐

震
改
修
費
補
助
を
利
用
し
て
住
宅
の
改

修
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
耐
震
改
修
に

掛
か
っ
た
費
用
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
相
当

（
上
限
二
十
万
円
）
が
所
得
税
か
ら
控

除
さ
れ
ま
す
。
（
確
定
申
告
が
必
要
）

□
固
定
資
産
税　

　

一
定
の
条
件
を
満
た
す
耐
震
改
修
工
事

を
実
施
し
た
家
屋
に
つ
い
て
、
工
事
が

完
了
し
た
年
の
翌
年
以
降
の
固
定
資
産

税
を
一
定
期
間
、
減
額
し
ま
す
。

①　

減
額
と
な
る
期
間

・　

平
成
十
八
年
か
ら
二
十
一
年
ま
で
の

改
修
は
三
年
間

・　

平
成
二
十
二
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で

の
改
修
は
二
年
間

・　

平
成
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で

の
改
修
は
一
年
間

②　

減
額
さ
れ
る
額

　
　

改
修
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
の
二

分
の
一
（
一
戸
当
た
り
百
二
十
平
方

メ
ー
ト
ル
相
当
分
ま
で
）

※　

都
市
計
画
税
は
、
減
額
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
計
画
係　

�（
４
８
）１
１
１
１

（
内
２
８
８
）
、
税
務
課
固
定
資
産
税

係
（
内
２
３
１
）

Information
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日　　時場  所行　　事

１９日（日）　午後１時３０分～午後３時３０分体育館カポエイラ教室

３日（金）、１０日（金）、１７日（金）、２４日（金）、３１日（金）　午後７時～午後９時体育館フォークダンス教室

１日（水）、１５日（水）　午後７時３０分～午後９時３０分体育館健康体操教室

１０月は中止します（町民レクリエーション大会開催のため）運動場みんなでウォーキング

２６日（日）　午前９時～正午運動場グラウンドゴルフ
※場所は、すべて草木小学校

○非会員の方は、１人１回２００円です。
※日時など変更になる場合は、草木地区の掲示板でお知らせしますので確認してください。
□問い合わせ先　アクティブあぐい　�０９０－６６１７－９１０１（担当　竹内）
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期間　１０月１日～平成２１年３月３１日
会費　大　人（高校生以上）　３,５００円
　　　シニア（６０歳以上）　　２,５００円
　　　小　人（中学生以下）　１,８００円
（会費には、スポーツ保険加入料を含みます。）
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１０月から「健康体操教室」がスタートします。ぜひ
参加してください。
開催日時は、毎月第1・第３水曜日　午後７時３０分
～午後９時３０分
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